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告

示

○
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
の
更
新
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
自
然
保
護
課
）
…
一

○
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一五

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
八
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
二
十
八
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
田
子
鳥
獣
保
護
区
、
大
川
鳥
獣
保

護
区
、
十
二
湖
鳥
獣
保
護
区
、
上
北
町
鳥
獣
保
護
区
、
県
南
鳥
獣
保
護
区
、
大
間
鳥
獣
保
護
区
、
葛

川
鳥
獣
保
護
区
、
蟹
田
鳥
獣
保
護
区
、
平
川
・
浅
瀬
石
川
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
更
新
す
る
の

で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

令
和
六
年
十
一
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一
１

名
称

田
子
鳥
獣
保
護
区

２

区
域

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
地
内
国
道
一
〇
四
号
と
町
道
天
神
堂
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、

同
点
か
ら
同
町
道
を
南
東
に
進
み
主
要
地
方
道
二
戸
田
子
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同

主
要
地
方
道
を
南
西
に
進
み
岩
手
県
県
境
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
県
境
を
南
西
に
進

み
町
道
梨
ノ
木
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
北
西
に
進
み
町
道
原
衣
更
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
町
道
原
衣
更
線
を
北
西
に
進
み
国
道
一
〇
四
号
と
の
交
点
に
至
り
、

同
点
か
ら
同
国
道
を
北
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
一

の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
区
域
は
、
岩
手
県
境
か
ら
中
央
部
に
か
け
て
森
林
が
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
ス

ギ
林
を
主
体
に
、
ア
カ
マ
ツ
林
、
カ
ラ
マ
ツ
林
な
ど
県
内
の
ほ
ぼ
平
均
的
な
樹
種
構
成
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
森
林
は
、
北
部
の
丘
陵
地
帯
に
集
中
し
、
東
西
に
連
続
し
て
お

り
、
周
辺
の
森
林
と
も
一
体
と
な
っ
て
多
彩
な
自
然
環
境
を
呈
し
て
お
り
、
環
境
省
レ
ッ
ド

リ
ス
ト
で
絶
滅
危
惧
Ⅱ
類
に
指
定
さ
れ
る
サ
ン
シ
ョ
ウ
ク
イ
や
準
絶
滅
危
惧
に
指
定
さ
れ
る

ノ
ジ
コ
の
ほ
か
、
ア
カ
ゲ
ラ
、
イ
ス
カ
と
い
っ
た
森
林
性
の
鳥
獣
が
多
数
生
息
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
区
域
を
森
林
鳥
獣
生
息
地
と
し
て
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩

猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
鳥
獣
保
護
区
に
引
き
続
き
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
も

の
で
あ
る
。

㈢

管
理
方
針

定
期
的
な
巡
視
な
ど
に
よ
り
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
確
認
し
、
違
法
行
為
や
鳥
獣
の
生
息
を

阻
害
す
る
行
為
の
防
止
に
努
め
る
な
ど
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な

管
理
を
実
施
す
る
。

二
１

名
称

大
川
鳥
獣
保
護
区

２

区
域

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
川
原
平
地
内
県
道
岩
崎
西
目
屋
弘
前
線
と

掛
沢
と
の
交
点
を
起

点
と
し
、
同
点
か
ら
同
沢
を
南
東
に
進
み
国
有
林
津
軽
森
林
管
理
署
一
四
五
林
班
と
の
交
点
に

至
り
、
同
点
か
ら
同
国
有
林
と
民
有
地
の
境
界
を
南
西
に
進
み
県
道
岩
崎
西
目
屋
弘
前
線
と
の

青
森
県
報
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交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
県
道
を
北
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
並
び
に
国

有
林
津
軽
森
林
管
理
署
一
四
五
林
班
か
ら
一
四
八
林
班
ま
で
及
び
一
六
〇
林
班
と
一
六
一
林
班

並
び
に
こ
れ
ら
の
林
班
に
囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
二
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
区
域
は
、
青
森
県
中
津
軽
郡
西
目
屋
村
の
中
心
か
ら
約
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
南
西
に
位

置
す
る
白
神
山
地
に
隣
接
し
た
森
林
地
帯
で
、
天
然
林
の
ブ
ナ
が
大
半
を
占
め
る
天
然
広
葉

樹
林
が
広
が
っ
て
お
り
、
国
内
希
少
種
で
あ
る
イ
ヌ
ワ
シ
や
ク
マ
タ
カ
、
環
境
省
レ
ッ
ド
リ

ス
ト
で
準
絶
滅
危
惧
に
指
定
さ
れ
て
い
る
オ
オ
タ
カ
、
ハ
イ
タ
カ
、
ミ
サ
ゴ
と
い
っ
た
猛
禽

類
の
ほ
か
、
ア
カ
シ
ョ
ウ
ビ
ン
や
オ
オ
ア
カ
ゲ
ラ
な
ど
の
森
林
環
境
を
好
む
鳥
類
や
ニ
ホ
ン

カ
モ
シ
カ
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
な
ど
の
獣
類
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
区
域
を
森
林
鳥
獣
生
息
地
と
し
て
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩

猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
鳥
獣
保
護
区
に
引
き
続
き
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
も

の
で
あ
る
。

㈢

管
理
方
針

定
期
的
な
巡
視
な
ど
に
よ
り
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
確
認
し
、
違
法
行
為
や
鳥
獣
の
生
息
を

阻
害
す
る
行
為
の
防
止
に
努
め
る
な
ど
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な

管
理
を
実
施
す
る
。

三
１

名
称

十
二
湖
鳥
獣
保
護
区

２

区
域

西
津
軽
郡
深
浦
町
地
内
国
有
林
津
軽
森
林
管
理
署
三
〇
八
二
林
班
か
ら
三
〇
八
五
林
班
ま
で

の
区
域
と
そ
れ
ら
の
林
班
に
囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
三
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
区
域
は
青
森
県
深
浦
町
に
位
置
す
る
十
二
湖
を
含
む
区
域
と
な
っ
て
お
り
、
ブ
ナ
な

ど
の
天
然
広
葉
樹
林
を
主
体
と
し
て
林
分
か
ら
構
成
さ
れ
、
林
相
の
変
化
に
富
ん
で
い
る
。

環
境
省
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
で
絶
滅
危
惧
Ⅰ
Ｂ
類
に
分
類
さ
れ
る
ク
マ
タ
カ
、
準
絶
滅
危
惧
に
分

類
さ
れ
る
ミ
サ
ゴ
な
ど
の
希
少
鳥
獣
が
確
認
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
ア
カ
シ
ョ
ウ
ビ
ン
、
ア
カ

ゲ
ラ
、
カ
ケ
ス
な
ど
の
多
様
な
鳥
類
が
生
息
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
区
域
を
森
林
鳥
獣
生
息
地
と
し
て
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩

猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
鳥
獣
保
護
区
に
引
き
続
き
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
も

の
で
あ
る
。

㈢

管
理
方
針

定
期
的
な
巡
視
な
ど
に
よ
り
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
確
認
し
、
違
法
行
為
や
鳥
獣
の
生
息
を

阻
害
す
る
行
為
の
防
止
に
努
め
る
な
ど
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な

管
理
を
実
施
す
る
。

四
１

名
称

上
北
町
鳥
獣
保
護
区

２

区
域

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
道
ノ
下
地
内
県
道
折
茂
上
北
停
車
場
線
と
町
道
五
二
八
号
線
と

の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
点
か
ら
同
県
道
を
南
に
進
み
町
道
五
五
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
点
か
ら
同
町
道
を
南
西
に
進
み
十
和
田
市
と
の
市
町
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市

町
界
を
北
に
進
み
町
道
五
二
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
北
東
に
進
み
起

点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
四
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的
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当
該
区
域
は
、
東
北
町
の
中
心
か
ら
南
東
に
位
置
す
る
標
高
三
十
〜
七
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

の
洪
積
台
地
で
、
ス
ギ
人
工
林
や
ク
リ
、
ナ
ラ
類
な
ど
の
森
林
の
ほ
か
、
農
耕
地
や
放
牧
地

な
ど
変
化
に
富
ん
だ
土
地
利
用
に
よ
り
、
人
里
の
環
境
を
好
む
鳥
獣
の
良
好
な
生
息
地
と

な
っ
て
い
る
。

区
域
内
に
は
菩
提
寺
や
虫
神
の
集
落
が
あ
り
、
豊
か
な
生
活
環
境
の
形
成
に
資
す
る
と
と

も
に
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場
を
確
保
す
る
た
め
、
当
該
区
域
を
身
近
な
鳥
獣
生
息
地
と
し

て
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鳥
獣
保
護
区
に
引
き
続
き
指
定
し
、
当
該
区

域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

㈢

管
理
方
針

定
期
的
な
巡
視
な
ど
に
よ
り
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
確
認
し
、
違
法
行
為
や
鳥
獣
の
生
息
を

阻
害
す
る
行
為
の
防
止
に
努
め
る
な
ど
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な

管
理
を
実
施
す
る
。

五
１

名
称

県
南
鳥
獣
保
護
区

２

区
域

三
戸
郡
南
部
町
大
字
森
腰
地
内
県
道
櫛
引
上
名
久
井
三
戸
線
と
主
要
地
方
道
名
川
階
上
線
と

の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
点
か
ら
同
主
要
地
方
道
を
南
東
に
進
み
八
戸
市
南
郷
大
字
中
野
地
内

の
市
道
役
人
久
保
大
平
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
南
西
に
進
み
市
道
大
平
大

森
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
北
西
に
進
み
三
戸
郡
南
部
町
大
字
下
名
久
井
地

内
の
町
道
五
日
市
大
平
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
北
西
に
進
み
主
要
地
方
道

軽
米
名
川
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
主
要
地
方
道
を
北
西
に
進
み
県
道
櫛
引
上
名
久

井
三
戸
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
県
道
を
北
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た

区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
五
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
区
域
は
、
北
西
部
を
中
心
と
し
て
大
部
分
は
果
樹
園
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
中
央
部
か
ら

南
東
部
に
か
け
て
は
、
ア
カ
マ
ツ
を
主
体
と
し
た
森
林
が
広
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
森
林

は
周
辺
の
森
林
と
も
一
体
と
な
っ
て
多
彩
な
自
然
環
境
を
呈
し
て
お
り
、
ア
カ
ゲ
ラ
、
キ
ク

イ
タ
ダ
キ
の
ほ
か
青
森
県
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
に
お
い
て
重
要
希
少
野
生
生
物
と
さ
れ
て

い
る
サ
ン
コ
ウ
チ
ョ
ウ
や
希
少
野
生
生
物
と
さ
れ
て
い
る
ク
ロ
ツ
グ
ミ
と
い
っ
た
森
林
環
境

を
好
む
鳥
類
が
多
数
生
息
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
区
域
を
森
林
鳥
獣
生
息
地
と
し
て
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩

猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
鳥
獣
保
護
区
に
引
き
続
き
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
も

の
で
あ
る
。

㈢

管
理
方
針

定
期
的
な
巡
視
な
ど
に
よ
り
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
確
認
し
、
違
法
行
為
や
鳥
獣
の
生
息
を

阻
害
す
る
行
為
の
防
止
に
努
め
る
な
ど
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な

管
理
を
実
施
す
る
。

六
１

名
称

大
間
鳥
獣
保
護
区

２

区
域

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
地
内
町
道
大
間
細
間
垂
水
線
と
大
間
町
と
風
間
浦
村
と
の
町
村
界

と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
点
か
ら
同
町
村
界
を
南
に
進
み
国
有
林
下
北
森
林
管
理
署
二
〇
〇

一
林
班
と
二
〇
一
一
林
班
と
の
林
班
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
林
班
界
を
北
西
に
進

み
民
有
林
と
国
有
林
と
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
境
界
を
南
に
進
み
小
川
代
川

と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
河
川
左
岸
を
西
に
進
み
奥
戸
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か

ら
奥
戸
川
左
岸
を
西
に
進
み
海
岸
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
海
岸
線
を
北
に
進
み
小
奥

戸
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
河
川
右
岸
を
南
東
に
進
み
町
道
大
間
奥
戸
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
北
に
進
み
町
道
大
間
内
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
町

道
大
間
内
山
線
を
北
西
に
進
み
町
道
大
間
上
道
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
町
道
大
間
上

道
線
を
北
東
に
進
み
町
道
大
間
冷
水
蛇
浦
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
町
道
大
間
冷
水
蛇

浦
線
を
東
に
進
み
町
道
大
間
奥
戸
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
町
道
大
間
奥
戸
線
を
北
に

進
み
町
道
大
間
大
間
平
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
町
道
大
間
大
間
平
二
号
線
を
北

東
に
進
み
町
道
大
間
細
間
垂
水
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
町
道
大
間
細
間
垂
水
線
を
南

東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
六
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
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令
和
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
区
域
は
下
北
半
島
の
北
西
部
に
位
置
し
て
お
り
、
民
有
地
及
び
国
有
地
の
針
葉
樹
、

広
葉
樹
の
混
合
林
を
有
し
て
い
る
ほ
か
、
区
域
内
に
は
小
奥
戸
川
の
清
流
が
あ
り
、
野
生
鳥

獣
の
生
息
に
適
し
た
地
域
と
な
っ
て
い
る
。
ス
ギ
、
ク
ロ
マ
ツ
、
コ
ナ
ラ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
等
の

大
小
径
木
の
密
生
し
て
い
る
林
地
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
ア
カ
ゲ
ラ
、
カ
ケ
ス
、
コ
ガ
ラ
な
ど

森
林
を
好
む
鳥
類
が
多
く
生
息
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
区
域
を
森
林
鳥
獣
生
息
地
と
し
て
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩

猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
鳥
獣
保
護
区
に
引
き
続
き
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
も

の
で
あ
る
。

㈢

管
理
方
針

定
期
的
な
巡
視
な
ど
に
よ
り
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
確
認
し
、
違
法
行
為
や
鳥
獣
の
生
息
を

阻
害
す
る
行
為
の
防
止
に
努
め
る
な
ど
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な

管
理
を
実
施
す
る
。

七
１

名
称

葛
川
鳥
獣
保
護
区

２

区
域

南
津
軽
郡
平
川
市
大
字
切
明
地
内
市
道
葛
川
切
明
線
と
市
道
切
明
誉
田
邸
一
号
線
と
の
交
点

を
起
点
と
し
、
同
点
か
ら
市
道
切
明
誉
田
邸
一
号
線
を
東
に
進
み
大
沢
と
の
交
点
に
至
り
、
同

点
か
ら
大
沢
を
南
に
進
み
尾
根
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
尾
根
を
北
西
に
進
み
起
点
に
至

る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
七
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
区
域
は
、
南
津
軽
郡
平
川
市
の
中
心
部
か
ら
南
東
へ
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
浅
瀬
石

川
上
流
部
に
位
置
し
、
一
級
河
川
の
岩
木
川
水
系
の
支
流
で
あ
る
浅
瀬
石
川
の
支
流
で
あ
る

切
明
川
と
摺
毛
川
に
挟
ま
れ
、
ス
ギ
人
工
林
及
び
ブ
ナ
・
ミ
ズ
ナ
ラ
の
天
然
林
で
構
成
さ
れ

て
い
る
地
域
で
あ
る
が
周
辺
に
は
、
葛
川
集
落
や
農
地
が
あ
り
、
多
様
な
環
境
が
存
在
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
環
境
を
反
映
し
て
、
農
地
や
草
地
な
ど
の
開
け
た
場
所
を
好
む
モ
ズ
、

林
地
を
好
む
ウ
グ
イ
ス
、
ア
カ
ゲ
ラ
、
水
辺
を
好
む
ハ
ク
セ
キ
レ
イ
な
ど
多
様
な
鳥
獣
類
が

生
息
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
区
域
を
身
近
な
鳥
獣
生
息
地
と
し
て
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に

狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
鳥
獣
保
護
区
に
引
き
続
き
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る

も
の
で
あ
る
。

㈢

管
理
方
針

定
期
的
な
巡
視
な
ど
に
よ
り
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
確
認
し
、
違
法
行
為
や
鳥
獣
の
生
息
を

阻
害
す
る
行
為
の
防
止
に
努
め
る
な
ど
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な

管
理
を
実
施
す
る
。

八
１

名
称

蟹
田
鳥
獣
保
護
区

２

区
域

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
と
同
郡
蓬
田
村
と
の
町
村
界
と
陸
奥
湾
の
汀
線
と
の
交
点
を
起
点
と

し
、
同
点
か
ら
同
町
村
界
を
西
に
進
み
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
津
軽
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
点
か
ら
同
線
を
北
に
進
み
主
要
地
方
道
鰺
ケ
沢
蟹
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら

同
県
道
を
東
に
進
み
国
道
二
八
〇
号
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
国
道
を
北
に
進
み
外
ヶ
浜
町
所
在

滝
の
沢
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
汀
線
を
南
に
進
み
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
区

域
一
円
及
び
上
記
起
点
か
ら
滝
の
沢
川
ま
で
の
陸
奥
湾
の
汀
線
の
沖
合
五
百
メ
ー
ト
ル
内
の
海

面
の
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
八
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

集
団
渡
来
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的
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当
該
区
域
は
外
ヶ
浜
町
の
市
街
地
の
中
心
を
流
れ
る
蟹
田
川
の
河
口
部
と
そ
の
沖
合
の
海

面
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
蟹
田
川
は
河
口
に
近
づ
く
に
つ
れ
川
幅
を
広
げ
穏
や
か
に
流
れ

て
お
り
、
河
川
護
岸
は
草
木
に
覆
わ
れ
て
人
工
物
の
露
出
が
少
な
い
多
自
然
型
の
河
川
と

な
っ
て
い
る
。
当
該
区
域
で
は
、
冬
鳥
の
オ
オ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
を
は
じ
め
と
す
る
カ
モ
類
が
集

団
で
渡
来
す
る
な
ど
、
渡
り
鳥
が
渡
来
し
、
越
冬
地
や
中
継
地
と
し
て
多
様
な
鳥
類
の
利
用

が
継
続
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
区
域
を
集
団
渡
来
地
と
し
て
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る
鳥
獣
保
護
区
に
引
き
続
き
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
も
の
で

あ
る
。

㈢

管
理
方
針

定
期
的
な
巡
視
な
ど
に
よ
り
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
確
認
し
、
違
法
行
為
や
鳥
獣
の
生
息
を

阻
害
す
る
行
為
の
防
止
に
努
め
る
な
ど
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な

管
理
を
実
施
す
る
。

九
１

名
称

平
川
・
浅
瀬
石
川
鳥
獣
保
護
区

２

区
域

黒
石
市
袋
井
地
内
の
用
水
路
通
称
ウ
ワ
ゼ
キ
と
県
道
弘
前
田
舎
館
黒
石
線
と
の
交
点
を
起
点

と
し
、
同
点
か
ら
同
県
道
を
南
西
に
進
み
浅
瀬
石
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
川

左
岸
又
は
堤
防
を
北
西
に
進
み
平
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
平
川
右
岸
又
は
堤
防

を
南
東
に
進
み
南
津
軽
郡
大
鰐
町
地
内
町
道
五
八
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を

北
東
に
進
み
町
道
宿
川
原
橋
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
国
道
を
南
東
に
進
み
平
川
左
岸

と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
川
左
岸
又
は
堤
防
を
西
に
進
み
南
津
軽
郡
藤
崎
町
地
内
県
道

藤
崎
停
車
場
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
県
道
を
南
西
に
進
み
岩
木
川
左
岸
と
の
交
点

に
至
り
、
同
点
か
ら
同
川
左
岸
又
は
堤
防
を
北
西
に
進
み
弘
前
市
と
北
津
軽
郡
板
柳
町
と
の
市

町
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
町
界
を
南
東
に
進
み
岩
木
川
右
岸
と
の
交
点
に
至

り
、
同
点
か
ら
同
川
右
岸
又
は
堤
防
を
南
西
に
進
み
平
川
右
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら

平
川
右
岸
又
は
堤
防
を
南
東
に
進
み
国
道
七
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
国
道
を
北
東

に
進
み
県
道
黒
石
藤
崎
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
県
道
を
南
東
に
進
み
黒
石
市
地
内

の
用
水
路
通
称
ウ
ワ
ゼ
キ
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
用
水
路
を
南
東
に
進
み
起
点
に
至

る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
九
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

集
団
渡
来
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
区
域
は
、
弘
前
市
、
黒
石
市
、
藤
崎
町
、
平
川
市
、
大
鰐
町
、
田
舎
館
村
の
六
市
町

村
を
流
れ
る
平
川
、
浅
瀬
石
川
、
岩
木
川
の
三
つ
の
河
川
と
そ
の
周
辺
を
含
ん
だ
区
域
と

な
っ
て
い
る
。
当
該
区
域
内
の
河
川
敷
に
は
農
地
が
隣
接
し
、
河
岸
に
は
ヤ
ナ
ギ
等
の
河
畔

林
が
点
在
し
て
い
る
ほ
か
、
ヨ
シ
、
ス
ス
キ
な
ど
が
繁
茂
し
、
河
川
に
は
中
洲
が
多
く
存
在

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ハ
ク
チ
ョ
ウ
類
及
び
カ
モ
類
の
生
息
地
と
し
て
好
適
な
環
境
を
有
し

て
い
る
。

ま
た
、
冬
季
に
は
ハ
ク
チ
ョ
ウ
類
、
及
び
カ
モ
類
、
サ
ギ
類
等
の
多
く
の
渡
り
鳥
が
飛
来

し
て
お
り
、
区
域
内
の
平
川
は
、
近
く
の
水
域
に
飛
来
す
る
ハ
ク
チ
ョ
ウ
の
生
活
基
地
と

な
っ
て
お
り
「
藤
崎
の
ハ
ク
チ
ョ
ウ
」
と
し
て
県
の
天
然
記
念
物
の
所
在
地
と
な
っ
て
い

る
。こ

の
た
め
、
当
該
区
域
を
集
団
渡
来
地
と
し
て
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る
鳥
獣
保
護
区
に
引
き
続
き
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
も
の
で

あ
る
。

㈢

管
理
方
針

定
期
的
な
巡
視
な
ど
に
よ
り
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
確
認
し
、
違
法
行
為
や
鳥
獣
の
生
息
を

阻
害
す
る
行
為
の
防
止
に
努
め
る
な
ど
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な

管
理
を
実
施
す
る
。
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青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
九
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
の

で
、
同
条
第
十
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一
１

名

称

大
池
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

２

区

域

上
北
郡
七
戸
町
字
影
津
内
地
内
の
国
道
四
号
と
町
道
東
大
町
漆
森
線
と
の
交
点
を
起
点
と

し
、
同
点
か
ら
国
道
四
号
を
北
西
に
進
み
国
道
三
九
四
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
国
道

三
九
四
号
を
北
東
に
進
み
町
道
寒
水
大
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
町
道
寒
水
大
沢
線

を
北
西
に
進
み
大
沢
用
水
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
大
沢
用
水
路
を
北
東
に
進
み
町
道

十
字
路
長
沢
線
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
町
道
十
字
路
長
沢
線
を
南
に
進
み
国
道
三
九
四
号

と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
国
道
三
九
四
号
を
南
西
に
進
み
町
道
長
沢
二
号
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
点
か
ら
町
道
長
沢
二
号
線
を
南
に
進
み
大
池
花
松
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら

町
道
大
池
花
松
線
を
南
西
に
進
み
町
道
東
大
町
漆
森
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
町
道
東

大
町
漆
森
線
を
南
西
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
一
の
と

お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃

二
１

名

称

大
不
動
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

２

区

域

十
和
田
市
大
字
大
不
動
字
林
ノ
平
地
内
市
道
泥
の
木
明
戸
線
と
市
道
和
島
平
山
線
と
の
交
点

を
起
点
と
し
、
同
点
か
ら
市
道
和
島
平
山
線
を
南
西
に
進
み
主
要
地
方
道
十
和
田
三
戸
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
主
要
地
方
道
十
和
田
三
戸
線
を
北
東
に
進
み
市
道
泥
の
木
明
戸
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
市
道
泥
の
木
明
戸
線
を
南
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た

区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
二
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃

三
１

名

称

里
ノ
沢
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

２

区

域

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
下
平
地
内
の
主
要
地
方
道
三
沢
十
和
田
線
と
市
道
自
動
車
学
校
通

り
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
点
か
ら
主
要
地
方
道
三
沢
十
和
田
線
を
北
東
に
進
み
市
道
高

清
水
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
市
道
高
清
水
一
号
線
を
南
に
進
み
市
道
高
清
水
儀

兵
平
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
市
道
高
清
水
儀
兵
平
線
を
南
に
進
み
国
道
一
〇
二
号
と

の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
国
道
一
〇
二
号
を
西
に
進
み
市
道
東
野
団
地
稲
吉
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
点
か
ら
市
道
東
野
団
地
稲
吉
線
を
北
西
に
進
み
市
道
牛
泊
儀
兵
平
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
点
か
ら
市
道
牛
泊
儀
兵
平
線
を
北
東
に
進
み
市
道
三
木
野
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
点
か
ら
市
道
三
木
野
三
号
線
を
北
東
に
進
み
市
道
三
木
野
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点

か
ら
市
道
三
木
野
一
号
線
を
北
西
に
進
み
市
道
大
学
通
り
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
市

道
大
学
通
り
線
を
北
東
に
進
み
市
道
自
動
車
学
校
通
り
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
市
道

自
動
車
学
校
通
り
線
を
北
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
三

の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃
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